
親のライフスタイルが保育所児の睡眠習慣に及ぼす
影響

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2016-06-06

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 冬木, 春子

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00009442URL



静岡大学教育学部附属教育実践総合センター紀要 No25 p145～ 151(2016)

〈論文〉

親のライフスタイルが保青所児の睡眠習慣に及ぼす影響

冬木 春子
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1 問題意識と目的

少子化が進み生産午齢人口が減少する中で、F女性

の活暉促進Jが政策的課題とされている。「国民生活

時間調査Jでは、男女有職者において 1970年以降に

浸透した「午前9 キヽ 後 5時で働き、土日は休む」

という仕事のスタイルは変わりつつあり、「休日の多

様化」や「働き方の多様化」がみられることを指摘

している1ヽ この背景には、社会の産業構造の変化

やグローパ リゼーションの進展があり、親のライフ

スタイルの多様化が子どもの生活習慣に及ぼす影響

が懸念される。

生活習慣の一つである睡眠習慣は、幼児期の子ど

もにとつて生活の基本であり、睡眠 ‐党醒リズムが

正しく行われているかどうかは、子どもの発達に重

要な影響を及ぼすとされている2ヽ 乳幼児の睡眠習

慣については、厚生労働省
'21世

紀縦断調査」等"
で明らかにされ、多くの研究において子どもの睡眠

習慣の乱れが指摘されている`)の
3)7)8=

在宅児および通園児の睡眠習債についての比較で

は、近藤他が2歳および 3歳では家庭保育の場合が

最も遅寝の割合が高いが、4歳以上では、保育所児

において夜型の生活 リズムの子が多いことを指摘し

ている9ヽ 冬木においても、保育所児は幼稚園児に

比べて「夜更かし型」が多いとの知見が明らかにさ

れているが :°

、低年齢児では保育所に通うことで、

午睡や就寝・起床時間が決められていく可能性も指

摘されている "。 保育所児について、睡眠習慣の乱

れが指摘される研究知見が多いのは、親の就労の多

様化による生活スタイルが大きく影響していること

が考えられる。

子どもの睡眠習慣を規定する保護者 (親)の影響

要因について検討した研究では、母親の生活時間や

行動の影響力を明らかにした研究が多い。睡眠文化

研究所では、首都圏在住の 41Xl家族を対象にした調

査を行い、母親の睡眠習慣、すなわち睡眠の規lll性

や生活の夜型化が子どもの睡眠習慣に影響を及ぼし、

母親の睡眠に対する気配りは子どもの睡眠健康に影

響を及ぼすとする い。服部・足立では、母親の帰宅

時刻および夕食開始時刻が遅いほど幼児の就寝時刻

も遅いことを見出している 。。新小田他では、子ど

もの就寝時刻を決める要因として「母親の平日起床

時間Jが大きく、r子 どもの昼寝時間」「テレビ視聴

時間」も影響及ぼす要因であることが見出されてい

る。。新小田他では、睡眠習慣の確立途上にある2～

3歳児を対象にして、「早寝J「普通寝」「遅寝Jと 区

分し、「早寝」群に「就寝時刻を決めているJ「生活

リズムヘの努力」をしている親が有意に多く、「遅寝」

群の母親では「就寝・起床時刻」が有意に遅いこと静岡大学教育学部家政教育講座
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を明らかにしているり。しかし、父親では「遅寝群」

「早寝群」のいずれにおいても、就寝・起床時刻に

有意な差はないとしている。

このように、子どもの睡眠習慣には母親の生活時

間や行動、意識づけが大きく影響していることは多

くの研究で一致している知見である。しかし、もう

一人の育児の担い手である「父親」の生活時間や育

児行動を含むライフスタイルについて詳細な分析は

行われていない。「父親の育児参加」が政策として謳

われる状況において、母親だけでなく父親のライフ

スタイルが子どもの生活にどのような影響を及ぼす

のかを検討していく必要があろう。

これまで、子どもの睡眠の問題は子ども自身の心

身の健康や行動面に悪影響が及ぼされることが検討

されているものの り、親の心身の健康との関連でと

らえる視点は薄いと言わぎるを得ない。保育所の役

割として、子どもとその親も含めた家庭支援を行う

ことが求められていることをふまえると、子どもの

睡眠習慣の乱れについて影響要因の同定だけでなく、

子どもの睡眠問題が親の心身の健康にどう関与して

いるのかについて詳細に検討していくことが必要で

あろう。

そこで本研究では、父親および母親の生活時間や

育児行動という「個人や家族の生活の営み」として

のライフスタイルが め、保育所児の睡眠習慣の問題

にどのような影響を及ぼすのかを明らかにしていく。

さらに、子どもの睡眠習慣の乱れが規のウエルピー

イングや子どもの健康状態にどう関連しているのか

にも着目し、子どもや家庭支援のあり方について考

察していきたい。

2 方法

1)調査対象者

地方都市A市におけるB地区の保育所児とその保

護者が調査対象である。B地区は人々の流動化が激

しい新興住宅地からなる地域と土着型地域からなる、

_A市の典型的な地区の一つである。B地区には公立

保育所が5か所、私立保育所が 2か所あり、今回は

調査協力が得られた公立保青所 5か所、私立保育所

1か所に通 う保育所児とその保護者を対象とした。

各保育所において、クラス担任を通じて各保護者に

封筒に入れた調査粟と睡眠票を配布した。回答済み

の調査票等は封筒に入れたまま回収した。尚、きょ

うだいが同じ保育所にいる場合は、年長の児童につ

いて答えてもらうことにした。自票を除く 543世帯

から回収され、回収率は 8100/0で ある。

調査対象者は母親 543人で、平均年齢は 3436歳

(SD‐5 2Kl)で ある。職業では「正規職員J168人

(333%)、 「パー トタイマー・アルバイ トJ214人

r4250/Op、 「契約社員、嘱託社員」J4人 (`70/Op、 「派

遣社員」12人 (240/0)、 「家業従事J29人 (58%)

等である。最終学歴では「高校」213人 (403%)が

最も多く、「短大・ 高専J159人 (301%)と ならて

いる。

調査対象である父親は 412人で、平均年齢は 3658

歳 (SD‐575)である。職業では「正規職員」303人

(791%)、「バー トタイマー・アルバイ ト」3人 (080/Ol、

「契約社員、嘱託社員、派遣社員」10人 (260/0)、 「家

業従事 。自営J61人 (1590/elである。最終学歴で

は「高校」184人 (4480/●pが最も多く、「大学以上J121

人 (2940/Onと ならている。

調査対象となつた子どもの年齢では 1歳児 23人

(4'り 、2歳児 60人 (110り 、3歳児89人 (1640/Ol、

4歳児 lH人 (204%)、 5歳児 150人 (2760/0)、 6

歳児 110人 (2030/0)で ある。子どもの家族形態で

は「両親と子どもからなる核家族J328人 (ω 40/0)、

「祖父または祖母、両親、子どもからなる拡大家族」lH

人 (2050/0)、 「ひとり親の核家族」39人 (■20/Om、 「ひ

とり親を含む拡大家族」51人 (9.40/0)で ある。

2)調査方法と調査期間

調査は無記名式の質問紙調査 (留置き法)と 睡眠

調査である。睡眠調査は、幼児の起床及び就寝時刻

をぬyけ day pl●1法 (起床時刻と就寝時刻を黒く塗

つて表す方法)を用いて、一週間連続して記録 して

いる睡眠票のみを有効票とした。尚、記録には保育

所における午睡も含み、正確な記録ができないため、

全対象児については「夜間の睡眠時間」を分析対象

とした。

3)変数

子どもの睡眠習慣の「問題」:特に冬木によつて指

摘されてきた保育所児に見られる「遅寝」に着 日し

た め
。子どもの「遅寝」は、睡眠票から就寝時間に

着日し、「22時以降の就寝」と設定し、「一週間にお

ける 22時以降の就寝回数Jと した柱1ヽ
また、子ど

もの睡眠の質を問 う質問として「眠るまで時間がか

かる」「眠りが悪い (夜泣きtう なされる等J)に「よ

くある」 (4点)から「全くない」 (1点)ま で得点

化している。

母親のライフスタイル :生活時間と育児行動の観

点から変数化 した。生活時間はlE床時間と帰宅時間

を設定しな2ヽ 24時間法での回答を求めた。さらに母

親の育児行動は「睡眠時間あ管理」「寝かしつけ」と

した。具体的には「寝る時間は子どもの自由にして

いるJに「全くない」=1、 「週 1日 以上ある」=0、
「夜子どもを寝かしつけている」に「全くしない」「週

1、 2日 する」=1、 「週 3日 以上する」=0と夕
°
シ

変数化した。

父親のライフスタイル :母親と同様に父親の起床

時間と帰宅時間を設定した。起床時間は24時間法で

の回答を求めた。帰宅時間については、「帰宅時間が
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決まつていない」が 381%(N‐ 156)であることか

ら、「帰宅時間が決まつているJかつ帰宅時間「16

時～ 20時まで」=1、 それ以外=0と ダミー変数化

した。父親の育児行動については、柏木他で用いた

「育児参加」調査項目を参考にゆ
、「身体を使って子

どもと遊釣 「子どもと同じレベルになって遊ぶ」「着

替えの世話をする」「食事の世話をする」「人への迷

惑を叱るJ「 してはいけないことを教える」「子の疑

間に付き合う」「できたことをほめるJに対して、「い

つもする (4点)Jか ら「ほとんどしていない (1点 )」

で回答を求め、合成変数とした。

親のウエルビーイング :育児場面に着目した精神

的健康の指標とし、母親および父親の育児ス トレス

(反応)から捉えた。母親は牧野による育児不安尺

度の 10項目詢
(朝、日覚めがさわやかである、考え

ことがおっくうでいやになる等)に対して「よくあ

る (4点 )」 から「全くない (1点 )」 回答を求め、

合成変数とした。父親は冬木で用いた育児ス トレス

尺度の 7項 目
2)(育

児で疲れを感 じることがある、

育児のために家でゆつたりと落ち着くことができな

い等)に対して「よくある (4点 )」 から「全くない

(1点 )」 回答を求め、合成変数とした。

子どもの健康状経 一日のスター トである朝の目

覚めと排便の様子を指標化した。松尾他で用いた項

目を参考につ、『朝の目覚めJと して「朝は目覚めが

いい」について「よくある」=1.、 「たまにある」「ほ

とんどない」「全くないJ=0、 「朝の排便」は「毎

朝する」「朝する時が多いJ=1、 「朝する時としな

い時が半々」「朝しない時が多い」「朝しないJ=0
としてダミー変数化しているとBゝ

3 倫理的配慮

調査対象者となる保護者に対して、紙面にて研究

の目的と趣旨、協力のお願いを行い、データの取り

扱いについて個人情報保護を順守することを確約し

た。また、アンケー ト協力の強制は行わず、封筒に

は都合がつかない場合は、父親あるいは母親のみの

回答でも構わないことを記した。回答済み調査票の

提出をもつて同意が得られたこととし、回答は個人

が特定できないようにすべて統計的に処理を行つた。

4 分析枠組

本研究の分析枠組は図 1に示している。独立変数

として父母の生活時間及び育児行動 (「育児遂行」「睡

眠III間 の管理」「寝かしつけ」)、 ヨントロール変数と

して子どもの年齢を設定し、「遅寝Jと いう子どもの

睡眠問題に影響する親のライフスタイルに関する影

響要因の解明を行う重回帰モデルを設定する。

子どもの睡眠習慣の問題が親と子どものウエルピ

ーイングにどう影響するのかを検討する。独立変数

である「遅寝」が子どもの「朝の目覚めのよさ」「IJl

の排便」に及ぼす影響を探る単回帰モデルを設定す

る。

親の育児ス トレスは子どもの「遅寝Jに加えて「眠

りが悪い」「眠るまで時間がかかる」という睡眠の質

が及ぼす影響を検討する重回帰モデルを設定した。

尚、すべての分析に使用するソフトは、SPSSVer 21

である。

図 1 分析枠組

｀5 結果

1)親のライフスタイルが子どもの「遅寝」に及ぼ

す影響

睡眠票から「一週間における22時以降の就寝回数」

を算出したところ平均 269回であった。この「遅寝」

が親のどのようなライフスタイルからもたらされる

のかを明らかにするために、父親および母親の生活

時間、父親の青児遂行、母親の育児態度 (「睡眠時間

の管理」『寝かしつけ」)を影響要因、コン トロール

変数として「子どもの年齢」を設定す るモデルを構

成し重回帰分析を行つた。従属変数は [一通間にお

ける22時以降の就寝回数」である (表 1)。

父親では「遅寝J ll及 ぼす影響要因はなく、父親
の生活時間や育堀遂行は子どもの「遅寝Jには影響

しないことが明らかにされた。母親では「起床時間J

が遅いこと、子どもの「睡眠時間Jを管理する志向

伴が強いことが影響要因であつた。母親の帰宅時間

については子どもの遅寝に弱い影響を及ぼしていた。

2)子 どもの「遅寝」が子どもの健康状態に及ぼす

影響

子どもの「遅寝Jが子どもの健康状態もたらす影

響を探るために、「朝の目覚めのよさ」「朝の排便」

を従属変数として、「遅寝回数」を影響要因とする単

回帰分析を行つた。表 2が示すように、子どもが「遅

寝」になるほど朝の目覚めが悪く、朝の排便では「し

ない」ことが多いことが示された。子どもは「遅寝」
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になると、朝は十分に身体が党醒しておらず、目党

めも悪いなかで一日をスター トせざるを得ない。ま

た、「朝食の機取Jや「朝の排便」にも支障をきたす

可能性があることがわかる。

表 1 父親・母親のライフスタイルが子どもの遅寝

に及ぼす影響 (重回帰分析)

子どもの遅寝 β

生 じると母親の心身的健康も損なうことが示唆され

た。

表 3 子どもの睡眠習慣が父親・母親の書児

ストレスヽ 及ぼす影響 (重回帰分析)

青児ストレス

父親

●‐384D

眠りが悪い  .051

眠るまで時間

がかかる

遅い裁寝

R       136
調整済R2  018
モデルの有意

水準F値   237t

β
磯
¨父親

い■378)

母親

lN-393)

.108●

.137● ●

l192●

起床時間

帰宅時間

青児遂行

睡眠時間の

管理

寝かしつけ

子どもの年齢

073

‐027

側

197●●

078●

315●●

065

.059

■0●

‐.007

234

049

・　
・　
脳

R          081

調整済R2 .004
モデルあ有意

水準F値   61D
βは標準イヒ偏回帰係数

十Pく lQ tt Pく 05,●●P〈 01

表2 子どもの遅寝が「朝の日党めJ

に及ぼす影響 (単回帰分析)

βは標準化偏回帰係肇
+Pく lQ・ Pく :05, Ⅲ中Pく 01

6 考察

子どもの遅い就寝時間には「母親の帰宅時間」「母

親の起床時間」「母親による睡眠管理」が影響要因で

あることが見いだされた。この結果は、先行研究で

見いだされた知見、すなわち子どもの睡眠習慣には

母親の睡眠に対する気配り "、 母親め起床時間 "、

子どもの夕食時間や母親の帰宅時間 ηが影響を及ぼ

すとする知見を支持している。

一方「父親」については、父親のlE床時間、帰宅

時間、育児遂行は子どもの睡眠習慣に影響を与えな

いことが示された。このことから、父親の働き方や

育児参加は子どもの生活習慣には影響を及ぼさず、

子どもの睡眠習慣形成において父親は「不在Jであ

ることが指摘できる。つまり、父親は子どもと遊び、

世話をしたとしても『二次的な役割Jに過ぎず、子

どもの生活習慣の形成は『母親」に役割や責任が集

中しているといえる。それだけに、子どもの「眠り

が悪いJ「寝つきの悪さJ「遅い就寝」は母親の青児

ストレスを強め、青児に対する効力感を弱めていく

と言える。一方で、父親は「寝つきの悪さJに対し

てのみ育児ストレスを強めるだけでである。

このように、子どもの睡眠習慣形成における「父

親不在」の背景には、父親の置かれている社会・経

済的要因を考慮する必要がある。本研究の対象者で

ある父親についても、始業時間は 330か ら 22:∞、

帰宅時間も0時から24時の範囲で分散しており、し

かも r帰宅時間が決まっていない」父親は381%(N―

156)である。つまり、父親は「社会の24時間イヒ」「グ

ローバリゼーション化」の中で労働生活を営んでお

り、働き方も「多様」である。それだけに、父親は

子育てに関与したとしても、母親のサポーターにな

392

143

14069●●

「朝の排便J

朝の目覚め 朝の排便

遅い戯寝 ‐194● ● ‐164●●

R       194
調整済R2   036
モデルの有意

水準F値   19914●●

βl■標準化偏回帰係数

+Pく 。lQ● Pく 05,●●Pく 01

3)子どもの「遅寝」が親の育児ストレスに及ぼす

影響

子どもの「遅寝」によつて父親および母親の育児

ス トレスは影響を受けるのであろうか。そこで、子

どもの 曜 寝Jに加えて、睡眠の質として「眠りが

悪い (夜泣き、うなされる等)」 「寝つきの悪さJを

影響要因として、父母の書児ストレス得点を従属変

数とする重回帰分析を行つた。

表 3が示すように、父親では子どもの「寝つきの

悪さ」が父親の青児ストレスに影響を及ぼしている

が、「遅寝」は影響を及ばしていない。母親では「寝

つきの悪さ」が母親の青児ストレスに最も強い影響

を及ぼし、「遅寝J「眠りの悪さ」も続いて育児スト

レスに影響を及ぼしていた。子どもの睡眠に問題が

164

025

1412"●
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らざるを得なく、子どもの生活習慣形成は「不在」

になりがちである。一方、母親は帰宅時間や夕食接

取時間が遅いと子どもの遅寝につながつており、母

親の生活は子どもの睡眠習慣形成に直接的な影響を

及ぼしていることが示された。

本研究では、母親の帰宅時間は「16時台J171%、

「17時台」321%、 「18時台」3020/0と なつており、

父親に比べて早い。本研究の対象者である母親の職

業では「パー トタイマー ●アルバイ ト」が約 400/0を

占めていることからも、母親が就労時間の調整を行

つていることがわかる。一方、フルタイム就労をす

る母親においても「認可保育所Jを利用するために

は、帰宅時間を保青所の閉口時間に合わせることが

求められている。つまり、母親は父親の長時間労働

を支える形で就労調整を行い、子どもの生活の管理

や責任を引き受けるなど、多大な負担がかかつてい

ると言える。それだけに、子どもに生活習慣などの

「問題」力
'生

じると、育児ストレスを募らせていく

のであろう。

また、わが国では母親との「同室就寝」が大半で

あり、「小さいうちは親とりわけ母親と一緒がよい」

との考え方があること 271が
背景的理由として考えら

れる。このような「母子一体」を重視する育児視が

流布する状況において、母親に睡眠習慣に対する大

きな負担がかかつていることは否めないであろう。

保育現場では、子どもの睡眠習慣の問題に対して、

母親にその改善を求めがちであると考えられる。し

かし、本研究で示されたように、母親は子どもの睡

眠習慣の管理や責任を 1人で抱えており、母親自身

もそのことに困難を感じていることを察する必要が

あろう。特に、本研究で示されたように、子どもの

「遅寝」は子どもの「朝の日覚めの悪さ」につなが

つており、子どもの機嫌が悪いなかで登園に向けて

着替えや朝食をさせることは、母親のエネルギーを

消耗させ、母子関係にも支障をきたす可能性がある。

母親に関しても「社会の24時間化」の状況において、

仕事役割から求められることも多く、子どもの睡眠

について「わかつているが、難しい」とする葛藤を

抱えながら、子青てをしているのである。

保護者からの自由記述欄には、「夜なかなか寝ませ

ん。保育回のお昼寝 (2時間程度)が長いかなと感

じています」などの昼寝のあり方が睡眠習慣の問題

とする記述が多く見られた。新小田他の研究におい

てもつ、子どもの就寝時刻を決める要因の一つに「子

どもの昼寝時間」が見いだされていることから、子

どもの昼寝が子どもの就寝時間と関連していること

は否めないであろう。

一方、保青士からは子どもの睡眠習慣の乱れは「親

中心のライフスタイル」「親の睡眠に対する配慮のな

さ」を指摘する声も多く り、どちらかといえば「親

のライフスタイル」の問題とする見方が多い。つま

り、親と保育者が r睡眠問題の原因Jをめぐって対

立しているのである。

睡眠習慣は個人差が大きく、その問題の解決には

個別対応が求められ、画一的な対応では解決しない

こともあろう。保育現場では、子どもの睡眠習慣を

把握 し、問題の背景にある要因について親と共に話

し合うことが必要であろう。たとえば、「週末に睡眠

リズムが乱れる子ども1に対しては、週末の過ごし

方や昼寝の時間等について親と共に考えることであ

る。「夜更かし傾向のある子ども」に対しては、保育

所での昼寝の時間の調整などを行 うことである。そ

して、母親に対してはli3度 に責任を負わせるのでは

なく、母親の心理的負担を考慮しながら、母親のラ

イフスタイルについて変えられるところは変えてい

くことを支えることである。

このような、日常の保育現場での改善に向け
‐Cの

取り組みと同時に、より大きな視点から政策的な方

向性も提言できる。すなわち、少子高齢社会におけ

る「女性の活用促進Jが政策的課題となつているが、

そこにはジェンダー・イクイティーの視点、すなわ

ち子育てにおける「分担と責任め平等」と、子ども

の「健全な発達」を社会でどう支えていくのかとい

う視点が欠かせない。本研究で示したように、母親

の労働・生活環境は子どもの生活に直接影響を及ぼ

すことを鑑みると、ジェンダー・イクイティーをな

いがしろにした「女性活用促進」政策は、子どもの
: 発達条件の悪化をもたらすといえる。

7 結論

幼児期の子どもにとつて睡眠習慣の問題は、遊び

や食事などの生活習慣全般に影響を及ぼす基本であ

る。幼児期の子どもの問題が児童期へ持ち越される

可能性も考慮するならば、幼児期において健全な子

どもの睡眠習慣を確立することは重要である。

本研究では子どもの遅い就寝時間には「母親の帰

宅時間J「母親の起床時間」「母親による睡眠管理」

が影響要因であることが明らかになつた。一方、父

親については子どもの「遅寝」に及ぼす影響要因は

なく、子どもの睡眠習慣における「父親不在」とい

える。

つまり、母親は子どもの睡眠習慣の管理や責任を 1

人で抱えており、母親自身もそのことに困難を感じ

ていることを理解する必要があろう。本研究では子

どもの「遅寝」は子どもの「寝起きの悪さ」につな

がつていることが示され、子どもの機嫌が悪いなか

で登園に向けて着替えや朝食をさせることは親の心

的エネルギーが消耗され、特に母親の育児効力感を

弱めていくことが指摘できる。

社会のグローバリゼーションの進展において、「女
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性の活躍促進J政策が課題とされている。そこには、  保青口児を対象とした実態調査からの検討一」『現代

にはジェンダー・イクイティーと「子どもの健全育  教育学部紀要』第 2号、H‐ 19

成Jの視点が欠かせない。すなわち子育てにおける  (つ小島由記子、山田浩平、20H「幼児の生活習慣の
「分担と責任の平等」をふまえた「女性活用促進」  実情と課題―附属幼綱 における国児を対象として

政策が不可欠であり、そのことをないがしろにする  一」『 愛知教育大学保健管理センター紀要』

ことは、子どもの発達条件の悪化をもたらすといえ  Vd lり 5・22

る。                        (8)冬 木春子、2014「保育所児の睡眠習慣と家族支援J

『 静岡大学教育学部研究報告』第64号 ,143‐ 157.

注                         ("近 藤洋子、大田百合子、福島正美他、2001『幼児

1)年齢ごとでは、22時以降の「遅寝回数」が量も  の生活リズムと健康に関する研究一地域差と通園状

多いのが 唸3歳Jであり、「

““

歳」になると減少  況による比較―J『保育と保健』第 7巻、第 1号、4045

している。                    (1の 前掲(0

2)生活時間として「超床時間」「就寝時間Jの変数  (11)前掲(5)

は相関関係が強いため、重回帰分析のモデルとして  (1"睡眠文イヒ研究所、2a13『 報道用資料 都市生活

「起床時間」のみを独立変数とした:         における家族の睡眠の現状』

3)本研究で用いた変数の基本統計量を示す。     呻 漱岬町 b●・ackljp/gmmon/tosbl」 (2016年 1月

変数の基本的続計量                4日 取得)

変数        平均値 (標準偏差)     (13)服 部伸一、足立正他、2a17「母親の養育態度が

22以降の就寝 (回数)  269(255)      幼児の睡眠習慣に及ぼす影響」『小児保健研究』第

“眠るまでに時間がかかる 272(961'       巻第2号、322‐330

眠りが悪い       185(84つ        (1の 新小田春美、松本一弥他、2008「 乳幼児の発達

寝かしつけ       378(163)      年齢および親子の睡眠習慣からみた遅寝の実態とそ

寝る時間の管理     144(85)       の影響要因の分析J『福岡医学会議』99(1",246・261

母親の起床時間     60S C50)      (15)新 小甲春業、末次美子ftt、 21112「幼児の遅寝を

母親の帰宅時間     1■ 23(1■

"       
もたらす親子の睡眠生活習慣の分析」『福岡医学会議』

母親の青児ストレス   226(501)       103(1),12‐ 23

父親の起床時間     ●26(■12)       (16)神 山潤、2KX17「 睡眠の障害J『母子保健情報』第 55

号 、 6‐lQ父親の帰宅時間     043(50)
父親の育児遂行度    2535 1404p       (1つ 松村祥子、2004F家政学事典』日本家政学会編、158
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子どものla床時間     31(46)      (1"柏 木恵子、中野由美子、牧野カツコ、1996『子

子どもの朝の排便     22(41)       どもの発達と父親の役割』264

子どもの目党め      39(491      (20p牧 野カツコ、1982r乳幼児をもら母親の生活と
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